
スマホで保育所の申し込みができます 
 

 令和７年度 5 月～3 月の郡山市認可保育施設の申し込みは、保育所や市役所へ持参する

他にマイナポータルぴったりサービスを利用した電子申請がご利用いただけます。 

 

 お申し込みの手順は、以下のとおりです。（詳細は次ページ以降を参照ください） 

 

① 就労証明書などの「保育の必要性を証明する書類」と、 

「入所申込に関する確認票」の２点の書類については、 

それぞれ事前に記入を済ませ、１枚ずつスマホのカメラ 

で写真を撮っておく。 

 

② スマホアプリの「マイナポータル」をダウンロードする。⇒ 

 

③ 保護者のマイナンバーカードを使用して、利用者登録する。 

（※すでにアプリのダウンロード及び利用者登録済の方は、②・③の手順は不要です。） 

 

④ マイナンバーカードをスマホにかざして、マイナポータルにログインする。 

 

⑤ 自治体設定を「福島県・郡山市」と設定する。 

 

⑥ 「さがす」内の（カテゴリから検索）は「子育て」を選択する。 

 

⑦ 検索結果一覧から「令和７年度年度途中入所 認可保育施設の利用申込」を選択する。 

 

⑧ 入力フォームに従い氏名・住所・希望保育施設等を入力する。 

 

⑨ 「①」で撮影した書類の写真データを添付する。 

 

⑩ 申請データを送信して、電子申請完了となります。 

 

 

※電子申請した後の手続きの流れは、「令和７年度 郡山市 

認可保育施設入所案内（令和７年５月～令和８年３月用）」 

3 ページ目のとおりです。 

 

※マイナポータルぴったりサービス内の操作の詳細については、 

内閣府マイナポータルサイトを参照してください。 

 

 

お問い合わせ：郡山市保育課【電話】024-924-3541 

←令和７年度 

郡山市認可保育施設入所案内 

←内閣府マイナポータルサイト 



＜操作手順の詳細＞ 

 

① 就労証明書などの「保育の必要性を証明する書類」と、「入所申込に関する確認票」の

２点の書類については、それぞれ事前に記入を済ませ、１枚ずつスマホのカメラで写真を

撮っておく。 

 

※書類全体が映るように、写真データ上で記載されている文字が読めるように撮影してください。 

 



②スマホアプリの「マイナポータル」をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保護者のマイナンバーカードを使用して、利用者登録する。 

（※すでにアプリのダウンロード及び利用者登録済の方は、②・③の手順は不要です。） 

 

 

④ マイナンバーカードをスマホにかざして、マイナポータルにログインする。 

   



※ガイドに従い、マイナンバーカードとスマホ背面を合わせて読み取りします。 

 



⑤ 自治体設定を「福島県・郡山市」と設定する。 

 



 

 

 



⑥ 「さがす」内の（カテゴリから検索）は「子育て」を選択する。 

 

 

 



 

 

中略 



⑦ 検索結果一覧から「令和７年度年度途中入所 認可保育施設の利用申込」を選択する。 

 



⑧ 入力フォームに従い保護者氏名・住所・申請児童氏名・希望保育施設等を入力する。 

 
 



 

 
中略 



 



⑨ 「①」で撮影した書類の写真データを添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



※就労証明書の他に該当書類があれば、それぞれ添付する。 

 

 

 

 

 



⑩ 申請データを送信して、電子申請完了となります。 

 

※電子署名を実施して、申請完了となります。 

 

 

 

 

 

 


